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は
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居宅介護支援事業者
　市の指定を受けた、介護支援専門員（ケアマネジャー）がいる事業
者です。要介護認定の申請の代行※や、ケアプランの作成を依頼するこ
とができ、サービス事業者との連絡・調整などを行っています。
※申請代行ができる事業者は厚生労働省令で定められます。

長寿支援センター

保健師等 社会福祉士
リーダー的な
ケアマネジャー
（主任ケアマネジャー）

■地域の高齢者への総合的な支援（包括的支援事業）
長寿支援センターが行うおもな事業

●介護予防ケアマネジメント
　支援や介護が必要となるおそれのある高
齢者に対し、介護予防サービスや介護予防
事業などで介護予防の支援をします。
●総合相談
　様々な相談を受け、状況把握を行い、専
門的、または緊急の対応が必要かどうかを
判断し、必要に応じて関係機関と連携する
等の支援をします。緊急時には、支援計画
を立て､適切なサービスへつなぐお手伝い
をします。

●権利擁護事業
　消費者問題や虐待の早期発見・対応、成
年後見制度の紹介など、高齢者の権利を守
り安心して暮らしていけるよう支援します。
●地域におけるネットワークの構築業務
　地域におけるさまざまな関係者とのネッ
トワークを構築し、包括的・継続的なケア
マネジメントを行うなど、長寿支援セン
ターの3職種（保健師等・社会福祉士・主
任ケアマネジャー）が専門性を活かし、公
平・公正な運営を図ります。

　長寿支援センターは、高齢者の生活を総合的に支えていくために設置されています。
住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、高齢者本人や家族、地域住民、ケアマ
ネジャーなどの介護に関する悩みや問題に対し、関係機関と連携して解決に努め、地域
の高齢者や家族等を支援します。

名称 所在地 担当区域 電話 FAX

美濃加茂市
西部長寿支援センター

〒505－0037
前平町一丁目257

太田小・
加茂野小学校区 ２４-７007 ２４-７008

美濃加茂市
中部長寿支援センター

〒505－0038
中部台6-13-5
在宅支援総合センター
ここから

49-8591 49-8592

美濃加茂市
東部長寿支援センター

〒505－0011
下米田町東栃井８１－２

古井小・
下米田小学校区 50-1777 50-1788

山手小・山之上小・
蜂屋小・伊深小・
三和小学校区

利用の
費用は
？

　利用者はケアプランにもとづいてサービスを利用し、実際にかかるサービス費用の
一部を支払います。

●利用者負担の割合

1割

3割

2割
上記以外の人

1本人の合計所得金額※1が160万円以上
2同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が
　・単身世帯＝280万円以上　・2人以上世帯＝346万円以上

❶本人の合計所得金額※1が220万円以上
❷同じ世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額※2」が
　・単身世帯＝340万円以上　・2人以上世帯＝463万円以上

上記「3割」の対象とならない人で■1■2の両方に該当する人

❶❷の両方に該当する人

※1　収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得または公的年金等に係る雑所得の
合計額から10万円を控除した金額を用います。また、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲
渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※2　合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額のことです。その他の合計所得金額に給与所得が含まれてい
る場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。

　要介護・要支援認定者や事業対象
者には、利用者負担の割合が記載さ
れている「介護保険負担割合証」が
交付されます。サービスを利用する
ときは介護保険の保険証と一緒に提
示してください。

介護保険負担割合証

・第2号被保険者、市民税非課税の人、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担です。

交付年月日　　　年　　　月　　　日

番　　号

住　　所

氏　　名

生年月日

利用者負担
の割合

割

割

適 用 期 間

保険者番号
並びに保険
者の名称及
び印

フリガナ

明治・大正・昭和　年　月　日

開始年月日　　　　　年　　月　　日
終了年月日　　　　　年　　月　　日
開始年月日　　　　　年　　月　　日
終了年月日　　　　　年　　月　　日

被

保

険

者

介 護 保 険 負 担 割 合 証

　利用者負担の割合は、原則としてサービスにか
かった費用の1割、2割、または3割です。
　負担割合は「介護保険負担割合証」に記載され
ていますので、ご確認ください。

　おもな在宅サービスなどでは、介護保険からの
給付に支給限度額が決められています。限度額内
でサービスを利用するときは、利用者負担の割合
分を負担しますが、限度額を超えた場合は、超え
た分は全額利用者の負担になります。

例 要介護1の人が、20万円のサービスを利用した場合（1割負担の場合）
支給限度額　16万7,650円

20万円のサービス利用

保険給付額（9割）15万885円

利用者負担（１割）１万6,765円 超えた分の利用者負担3万2,350円

利用者負担額の合計　4万9,115円
＋

※上記の金額は標準地域の場合です（介護保険が負担する分
も含んだ額です）。

※事業対象者は原則として要支援1の限度額が設定されます。

要介護状態区分
要支援1
要支援2
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
要介護5

1か月の支給限度額
■おもな在宅サービスなどの支給限度額

50,320円
105,310円
167,650円
197,050円
270,480円
309,380円
362,170円

在宅サービスの費用
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施設サービスの費用 利用者負担の軽減について

サービス費用
全 額
居住費等 日常生活費

全 額 全 額

居住費等・食費が軽減される場合があります
　低所得の人は申請して認められた場合「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負
担限度額までの負担になります。基準費用額との差額※は「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。

介護（介護予防）サービスの利用者負担が高額になったとき
　同じ月に利用したサービスの利用者負担（利用者負担の割合についてはP14参照）
の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額）が定められた限度額
を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給さ
れます。ただし、支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
　介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費（介護保険）、
高額療養費（医療保険）を適用したあとの年間（8月～翌年7月）の自己負担額を合算して、定め
られた限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

上の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

食　費

　施設を利用したサービスの場合、利用者負担割合（利用者負担の割合に
ついてはP14参照）分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の
負担となります。

サービス費用の
1割、2割、または3割

基準費用額 居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、
基準となる額（基準費用額）が定められています。

❶市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税の場合
❷市民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも、預貯金等が下記の場合

※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に
係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

●介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（　）内の金額になります。

・第1段階　：預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階　：預貯金等が単身　650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階①：預貯金等が単身　550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階②：預貯金等が単身　500万円、夫婦1,500万円を超える場合
＊第2号被保険者（40～64歳の医療保険加入者）は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合。
＊生活保護の受給者に預貯金等の要件はありません。

■負担限度額〈1日につき〉
※施設と利用者の間で契約された居住費等・食費が基準費用額を下回っている場合は、契約内容との差額となります。

■利用者負担の上限（1か月）

第1
段階

第2
段階

利用者負担段階 ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室 施設

サービス
短期入所
サービス

食 費居住費等

本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢
福祉年金の受給者
生活保護の受給者

第3
段階
①
第3
段階
②

本人および世帯全員が市民税非課税で、その
他の合計所得金額※＋課税年金収入額＋非課税
年金収入額が80万9,000円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税で、その他
の合計所得金額※＋課税年金収入額＋非課税年
金収入額が80万9,000円超120万円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税で、その
他の合計所得金額※＋課税年金収入額＋非課
税年金収入額が120万円超の人

※1 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等
に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。ま
た、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
●毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
●支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

その他、社会福祉法人等による利用者負担軽減がある場合があります

市民税非課税世帯

901万円超

210万円以下

600万円超
901万円以下
210万円超
600万円以下

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

70歳未満の人が
いる世帯 所得区分

一 般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円※

70～74歳の人が
いる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受ける人が

いる世帯
課税所得
690万円以上
課税所得
380万円以上
課税所得
145万円以上

所得
基礎控除後の
総所得金額等（　　　　　　）

■市に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

■高額医療・高額介護合算制度の負担限度額（8月～翌年7月の算定分）

上限額（世帯合計）利用者負担段階区分

一般　市民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合
市民税世帯非課税等

課税所得690万円以上
課税所得380万円以上690万円未満
課税所得145万円以上380万円未満

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで、
　生活保護の受給者とならない場合

44,400円
24,600円

●合計所得金額※1および課税年金収入額の合計が80万9,000円以下※2の人
●老齢福祉年金の受給者

140,100円
93,000円
44,400円

個人 15,000円

個人 15,000円
15,000円

※2 82万6,500円以下に変わります。

令和8年8月から

令和8年8月から

●介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額になります。
食費が【　】内の金額に変わります。

※介護老人保健施設および介護医療院のうち、室料負担のある多床室を利用した場合は、697円です（短期入所療養介護も同様）。

■基準費用額〈1日につき〉

2,066円 1,728円 1,728円
（1,231円）

1,445円
【1,545円】437円または697円※

（915円）

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
食費居住費等

下線部の金額が82万6,500円に変わります。また、居住費等・食費が【　】内の金額に変わります。第3段階②の多床室に
ついては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設および介護医療院のうち室料負担のある多床室を利用した場合（短期入
所サービスも同様）は530円になります。それ以外の施設は430円です。

令和8年8月から

650円
【680円】

1,360円
【1,420円】

1,000円
【1,030円】

1,300円
【1,360円】

1,370円
【1,470円】

1,370円
【1,470円】

1,370円
【1,470円】
（880円）
【（980円）】

430円

【　　　　】430円
530円

880円 550円 0円

430円

300円

880円 550円 550円
（480円）

550円
（380円） 300円

600円390円

1,370円 1,370円 1,370円
（880円） 430円
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施設サービスの費用 利用者負担の軽減について

サービス費用
全 額
居住費等 日常生活費

全 額 全 額

居住費等・食費が軽減される場合があります
　低所得の人は申請して認められた場合「介護保険負担限度額認定証」が交付され、居住費等・食費は負
担限度額までの負担になります。基準費用額との差額※は「特定入所者介護サービス費」でまかなわれます。

介護（介護予防）サービスの利用者負担が高額になったとき
　同じ月に利用したサービスの利用者負担（利用者負担の割合についてはP14参照）
の合計額（同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額）が定められた限度額
を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給さ
れます。ただし、支給限度額を超えた利用者負担分などについては対象になりません。

介護保険と医療保険の利用者負担が高額になったとき
　介護保険と医療保険の両方の自己負担が高額になった場合、高額介護サービス費（介護保険）、
高額療養費（医療保険）を適用したあとの年間（8月～翌年7月）の自己負担額を合算して、定め
られた限度額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

上の表に当てはまっていても次のいずれかに該当する場合は、特定入所者介護サービス費の支給対象になりません。

食　費

　施設を利用したサービスの場合、利用者負担割合（利用者負担の割合に
ついてはP14参照）分のほかに、居住費等、食費、日常生活費が利用者の
負担となります。

サービス費用の
1割、2割、または3割

基準費用額 居住費等・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、
基準となる額（基準費用額）が定められています。

❶市民税非課税世帯でも世帯分離している配偶者が市民税課税の場合
❷市民税非課税世帯（世帯分離している配偶者も非課税）でも、預貯金等が下記の場合

※収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等に
係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。また、
土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

●介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（　）内の金額になります。

・第1段階　：預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合
・第2段階　：預貯金等が単身　650万円、夫婦1,650万円を超える場合
・第3段階①：預貯金等が単身　550万円、夫婦1,550万円を超える場合
・第3段階②：預貯金等が単身　500万円、夫婦1,500万円を超える場合
＊第2号被保険者（40～64歳の医療保険加入者）は上記にかかわらず、預貯金等が単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合。
＊生活保護の受給者に預貯金等の要件はありません。

■負担限度額〈1日につき〉
※施設と利用者の間で契約された居住費等・食費が基準費用額を下回っている場合は、契約内容との差額となります。

■利用者負担の上限（1か月）

第1
段階

第2
段階

利用者負担段階 ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室

従来型
個室 多床室 施設

サービス
短期入所
サービス

食 費居住費等

本人および世帯全員が市民税非課税で、老齢
福祉年金の受給者
生活保護の受給者

第3
段階
①
第3
段階
②

本人および世帯全員が市民税非課税で、その
他の合計所得金額※＋課税年金収入額＋非課税
年金収入額が80万9,000円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税で、その他
の合計所得金額※＋課税年金収入額＋非課税年
金収入額が80万9,000円超120万円以下の人

本人および世帯全員が市民税非課税で、その
他の合計所得金額※＋課税年金収入額＋非課
税年金収入額が120万円超の人

※1 収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。ここから公的年金等
に係る雑所得を控除した金額を用います。合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。ま
た、土地売却等に係る特別控除額がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。

※低所得者Ⅰ区分の世帯で介護保険サービスの利用者が複数いる場合は、限度額の適用方法が異なります。
●毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用されます。医療保険が異なる場合は合算できません。
●支給対象となる人は医療保険の窓口へ申請が必要です。

その他、社会福祉法人等による利用者負担軽減がある場合があります

市民税非課税世帯

901万円超

210万円以下

600万円超
901万円以下
210万円超
600万円以下

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

70歳未満の人が
いる世帯 所得区分

一 般

低所得者Ⅱ

低所得者Ⅰ

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円

212万円

141万円

67万円

56万円

31万円

19万円※

70～74歳の人が
いる世帯

後期高齢者医療制度で
医療を受ける人が

いる世帯
課税所得
690万円以上
課税所得
380万円以上
課税所得
145万円以上

所得
基礎控除後の
総所得金額等（　　　　　　）

■市に「高額介護サービス費等支給申請書」を提出してください。

■高額医療・高額介護合算制度の負担限度額（8月～翌年7月の算定分）

上限額（世帯合計）利用者負担段階区分

一般　市民税課税世帯で、上記3区分に該当しない場合
市民税世帯非課税等

課税所得690万円以上
課税所得380万円以上690万円未満
課税所得145万円以上380万円未満

●生活保護の受給者
●利用者負担を15,000円に減額することで、
　生活保護の受給者とならない場合

44,400円
24,600円

●合計所得金額※1および課税年金収入額の合計が80万9,000円以下※2の人
●老齢福祉年金の受給者

140,100円
93,000円
44,400円

個人 15,000円

個人 15,000円
15,000円

※2 82万6,500円以下に変わります。

令和8年8月から

令和8年8月から

●介護老人福祉施設または短期入所生活介護を利用した場合は、（　）内の金額になります。
食費が【　】内の金額に変わります。

※介護老人保健施設および介護医療院のうち、室料負担のある多床室を利用した場合は、697円です（短期入所療養介護も同様）。

■基準費用額〈1日につき〉

2,066円 1,728円 1,728円
（1,231円）

1,445円
【1,545円】437円または697円※

（915円）

ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
食費居住費等

下線部の金額が82万6,500円に変わります。また、居住費等・食費が【　】内の金額に変わります。第3段階②の多床室に
ついては、介護老人福祉施設、介護老人保健施設および介護医療院のうち室料負担のある多床室を利用した場合（短期入
所サービスも同様）は530円になります。それ以外の施設は430円です。

令和8年8月から

650円
【680円】

1,360円
【1,420円】

1,000円
【1,030円】

1,300円
【1,360円】

1,370円
【1,470円】

1,370円
【1,470円】

1,370円
【1,470円】
（880円）
【（980円）】

430円

【　　　　】430円
530円

880円 550円 0円

430円

300円

880円 550円 550円
（480円）

550円
（380円） 300円

600円390円

1,370円 1,370円 1,370円
（880円） 430円


